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ＨＰ掲載予定日 R 5. 5. 1.

テレビ愛媛旗争奪第４０回愛媛県ジュニア女子ソフトボール大会 開催要項

（ 大会参加のご案内 ）

標記大会を下記のとおり開催いたします。 フリー参加ですので、参加を希望するチームは申込みをして
ください。

参加資格に記載しておりますように、この大会については参加者の範囲を広げていますので、多くの
チームに出場していただきますようご案内いたします。

１ 大 会 名 テレビ愛媛旗争奪 第４０回愛媛県ジュニア女子ソフトボール大会

２ 主 催 テレビ愛媛 愛媛県ソフトボール協会

３ 主 管 伊予ソフトボール協会

４ 日時 令和５年 ７月 ８日(土) １０時 第１試合開始

※ 今回は 代表者会議および開会式は ⾏わない予定です

５ 会場 松前公園多目的広場

６ 参加資格 (1) 愛媛県内の女子小学生であれば、学年・登録の有無を問わず参加できる。

(2) チーム登録の有無に関係なく、この大会にチーム編成をして出場する
ことができる。
選手が統一したユニフォームでない場合も、事前に主催者に伝えて
おけば参加を認める。

(3) 単独チームでのチーム編成が困難な場合、男子チームに登録している
女子選手を臨時に加えて参加することも認める。

(4) チーム内に、指導者資格を有する人が１名以上いることが望ましい。
試合当日、指導者資格を持っている人は、県協会が発行している「指導者
カード」を携帯し提示できるようにしておくこと。

(5) 今回編成したチームに指導者資格を有する人がいない場合でも、チームを
統括できる成人がいれば参加を認める。

(6) チーム編成は、監督１名・コーチ２名・スコアラー１名・選手２５名以内と
する。ベンチ入りするスコアラーは、日本協会公式記録員に限る。

７ 競技規則 ２０２３年度日本ソフトボール協会オフィシャルルールによる。

８ 傷 害 傷害については本人またはチームの責任とし、協会は一切の責任を負わない。
引率責任者の責任において参加すること。 チームは、スポーツ傷害保険に
必ず加入しておくこと

９ 使 用 球 ゴム製２号公認球（ナガセケンコー）とし、この大会については 主催者が提供する。

10 帯同審判員 各種大会では帯同審判員をお願いしておりますが、この大会につきましては、

全審判員を 県協会から派遣します。
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（テレビ愛媛旗 県ジュニア女子大会）

11 組 合 せ 当日抽選とする

12 参 加 料 大会参加料 １６,０００円

13 申込方法 (1) チームより提出するもの
1. 大会参加申込書
2. チームの集合写真 … プログラム掲載用 …

3. 参加料合計 16,000- ⇒ (2) 参加料振込先へお振込みください

4. 振込の領収証コピー
(ＡＴＭ振込の控に 振込人口座番号・残高等の表示がある
場合には マジック等で消してからお送りください)

(2) 参加料振込先

伊予銀行 森松支店 普通預金 １７０７７１１

口座名義 えひめけん そふとぼーるきょうかい しょうがくせいいいんかい

じむきょく かいけい ほった くみこ

「 愛媛県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 小学生委員会事務局 会計 堀田 久美子 」

※ 振込人のお名前は「 ７０３ チーム名 」としてください

(3) 申込締切 令和５年 ６ 月 ７ 日(水) 県協会必着のこと

(4) 送付先 〒796-0013 八幡浜市山越２
愛媛県ソフトボール協会 理事長 笹田 嘉雄 （0894-24-2578）

14 連絡事項 詳細については、参加チーム数によって締切後検討し、関係者に通知する。
日程の連絡などは 愛媛県ソフトボール協会ホームページに掲載する。

大会期日までに参加選手の追加等が生じた場合、メンバー変更・ 追加を受付ける。
変更後の申込書を再度提出すること。

15 競技方法 (1) 試合開始予定の30分前、または前試合の４回終了時には集合のこと。

(2) ３回１５点 ･ ４回１０点 ･ ５回以降７点以上の差が生じたときには

「得点差コールドゲーム」を適用する。

(3) 試合は70分ゲームとする。70分を過ぎて新しいイニングに入らない。

延長戦について

・70分以内であれば、タイブレークにより延長戦を行う。

・７回終了時に 70分を過ぎていて同点の場合には ８回のみタイブレークに

よる延長戦を行う。なお同点の場合は抽選とする。

(4) 打者・走者・次打者ともにヘルメットを必ず着用のこと。

ベースコーチもヘルメットを着用すること。

捕手は、捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスク・プロテクター・

レガーズを着用のこと。

16 問合せ先 愛媛県ソフトボール協会小学生委員会
委員長 安堂廣道 ( Tel. ０９０ - １５７８ - ８６８５ )
副委員長 伊藤龍一 ( Tel. ０９０ - ２８２２ - ３３０２ )


